
 

 

令和６年度 

スポーツ・生涯学習センター登録団体募集 

回覧 

スポーツ施設※や生涯学習センターで、社会教育の推進につ

ながる活動(運動・教育・文化など教養を深める活動)を行う

団体（営利団体は除く）を対象に、令和６年度の利用団体の

登録申請を受け付けます。 

※スポーツ施設…町体育館・各小中学校体育館・グラウンド施設など 

 

登録方法 

① 登録を希望する団体は、教育課（生涯学習センター）備え付けの申請用紙により手

続きをしてください。 

② 希望する団体は３月１日（金）17時までに窓口に提出してください。 

※令和５年度の登録団体には申請書を事前に配付します。 

※登録団体は、施設使用料など受益者負担にご協力いただける団体に限ります。 

 

【以下要件をすべて満たす団体は登録可能】 

・スポーツ施設または生涯学習センターを週１回以上利用。 

・成人を含む５人以上で構成されている。 

・代表者及び団体員の半数以上が町内在住、在勤、在学である。 

（ただし、20人以上の団体は 10人以上が町内在住、在勤、在学であること。） 

・団体員がスポーツ保険に加入すること（スポーツ登録団体のみ） 

 

問い合わせ 

松田町生涯学習センター 

教育課生涯学習係       0465-83-7021 


